
議案第６９号

杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和元年１１月１９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区職員の給与に関する条例（昭和５０年杉並区条例第９号）の一部を

次のように改正する。

第２９条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第２９条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第３０条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第２条 杉並区職員の旅費に関する条例（昭和５０年杉並区条例第１０号）の一部

を次のように改正する。

第３条第３項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条各号」に、

「場合には」を「ときは」に改め、同条第５項中「。以下本条において同じ」を

削り、同条第６項中「者」の次に「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支

給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。）」を加える。

第３条 杉並区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年杉並区条例第１１号）の

一部を次のように改正する。

第１８条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を削る。

附則第２１項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。

第４条 杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年杉並

区条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項及び第３０条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当し



て法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第５条 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の２０

第１項第３号」に改める。

第６条 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第２７条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第２８条第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第３０条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第７条 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１

号）の一部を次のように改正する。

第２９条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

第３０条第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第３２条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

附 則

１ この条例は、令和元年１２月１４日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）第４４条の規定による改正

前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給に

ついては、第１条の規定による改正後の杉並区職員の給与に関する条例第２９条

第１項、第２９条の２第２号（同条例第３０条第５項において準用する場合を含



む。）、第３０条第１項及び附則第８項の規定、第６条の規定による改正後の杉

並区幼稚園教育職員の給与に関する条例第２７条第１項、第２８条第２号（同条

例第３０条第５項において準用する場合を含む。）及び第３０条第１項の規定並

びに第７条の規定による改正後の杉並区学校教育職員の給与に関する条例第２９

条第１項、第３０条第２号（同条例第３２条第５項において準用する場合を含

む。）及び第３２条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（提案理由）

地方公務員法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図る必要が

ある。
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杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（期末手当） （期末手当）

第２９条 期末手当は、３月１日、６月 第２９条 期末手当は、３月１日、６月

１日及び１２月１日（以下この条から １日及び１２月１日（以下この条から

第２９条の３までにおいてこれらの日 第２９条の３までにおいてこれらの日

を「基準日」という。）にそれぞれ在 を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員（規則で定める職員を除 職する職員（規則で定める職員を除

く。）に対して、それぞれ基準日の属 く。）に対して、それぞれ基準日の属

する月の規則で定める日（次条及び第 する月の規則で定める日（次条及び第

２９条の３においてこれらの日を「支 ２９条の３においてこれらの日を「支

給日」という。）に支給する。これら 給日」という。）に支給する。これら

の基準日前１箇月以内に退職し の基準日前１箇月以内に退職し、若し

くは地方公務員法第１６条第１号に該

当して同法第２８条第４項の規定によ

、又は死亡した職員（規則で り失職し、又は死亡した職員（規則で

定める職員を除く。）についても、ま 定める職員を除く。）についても、ま

た同様とする。 た同様とする。

２～５ 略 ２～５ 略

第２９条の２ 次の各号のいずれかに該 第２９条の２ 次の各号のいずれかに該

当する者には、前条第１項の規定にか 当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期 かわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当（第４号に掲げる者にあつて 末手当（第４号に掲げる者にあつて

は、その支給を一時差し止めた期末手 は、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 当）は、支給しない。

(１) 略 (１) 略

資 料
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(２) 基準日から当該基準日に対応す (２) 基準日から当該基準日に対応す

る支給日の前日までの間に地方公務 る支給日の前日までの間に地方公務

員法第２８条第４項の規定により失 員法第２８条第４項の規定により失

職した職員 職した職員（同法第１６条第１号に

該当して失職した職員を除く。）

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日 (３) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日の から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２ 前日までの間に離職した職員（前２

号に掲げる者を除く。）で、その離 号に掲げる者を除く。）で、その離

職した日から当該支給日の前日まで 職した日から当該支給日の前日まで

の間に禁錮以上の刑に処せられたも の間に禁錮以上の刑に処せられたも
こ

の の

(４) 次条第１項の規定により期末手 (４) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を受 当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者 けた者（当該処分を取り消された者

を除く。）で、その者の在職期間中 を除く。）で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し禁錮以 の行為に係る刑事事件に関し禁錮以
こ

上の刑に処せられたもの 上の刑に処せられたもの

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１ 第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１

２月１日（以下この条においてこれら ２月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（規則で定める職員を れ在職する職員（規則で定める職員を

除く。）に対して、それぞれ基準日の 除く。）に対して、それぞれ基準日の

属する月の規則で定める日に支給す 属する月の規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１箇月以内に退 る。これらの基準日前１箇月以内に退

職し 職し、若しくは地方公務員法第１６条

第１号に該当して同法第２８条第４項

、又は死亡した職 の規定により失職し、又は死亡した職
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員（規則で定める職員を除く。）につ 員（規則で定める職員を除く。）につ

いても、また同様とする。 いても、また同様とする。

２～６ 略 ２～６ 略

第２条による改正（杉並区職員の旅費に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（旅費の支給） （旅費の支給）

第３条 略 第３条 略

２ 略 ２ 略

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定 ３ 職員が前項第１号又は第４号の規定

に該当する場合において、地方公務員 に該当する場合において、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第１ 法（昭和２５年法律第２６１号）第１

６条各号 若しくは第 ６条第２号から第５号まで若しくは第

２９条第１項各号に掲げる事由又はこ ２９条第１項各号に掲げる事由又はこ

れらに準ずる事由により退職等となつ れらに準ずる事由により退職等となつ

たときは 、前項の規定にかかわら た場合には、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による旅費は支給しな ず、同項の規定による旅費は支給しな

い。 い。

４ 略 ４ 略

５ 第１項、第２項及び前項の規定によ ５ 第１項、第２項及び前項の規定によ

り旅費の支給を受けることができる者 り旅費の支給を受けることができる者

（その者の扶養親族の旅行について旅 （その者の扶養親族の旅行について旅

費の支給を受けることができる場合に 費の支給を受けることができる場合に

は、当該扶養親族を含む は、当該扶養親族を含む。以下本条に

。）が、その出発前に次条 おいて同じ。）が、その出発前に次条

第３項の規定により旅行命令等を取り 第３項の規定により旅行命令等を取り

消され、又は死亡した場合において、 消され、又は死亡した場合において、

当該旅行のため既に支出した金額があ 当該旅行のため既に支出した金額があ
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るときは、当該金額のうちその者の損 るときは、当該金額のうちその者の損

失となつた金額を旅費として支給する 失となつた金額を旅費として支給する

ことができる。 ことができる。

６ 第１項、第２項及び第４項の規定に ６ 第１項、第２項及び第４項の規定に

より旅費の支給を受けることができる より旅費の支給を受けることができる

者（その者の扶養親族の旅行について 者

旅費の支給を受けることができる場合

には、当該扶養親族を含む。）が、旅 が、旅

行中交通機関の事故又は天災その他や 行中交通機関の事故又は天災その他や

むを得ない事情により概算払を受けた むを得ない事情により概算払を受けた

旅費額（概算払を受けなかつた場合に 旅費額（概算払を受けなかつた場合に

は、概算払を受けることができた旅費 は、概算払を受けることができた旅費

額に相当する金額）の全部又は一部を 額に相当する金額）の全部又は一部を

喪失した場合には、その喪失した旅費 喪失した場合には、その喪失した旅費

額の範囲内の金額を旅費として支給す 額の範囲内の金額を旅費として支給す

ることができる。 ることができる。

第３条による改正（杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職 （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職

手当の支給制限） 手当の支給制限）

第１８条 退職をした者が次の各号のい 第１８条 退職をした者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に ずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職を 係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（当該退職をした者が死亡した した者（当該退職をした者が死亡した

ときは、当該退職に係る一般の退職手 ときは、当該退職に係る一般の退職手

当等の支払を受ける権利を承継した 当等の支払を受ける権利を承継した

者）に対し、当該退職をした者が占め 者）に対し、当該退職をした者が占め
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ていた職の職務及び責任、当該退職を ていた職の職務及び責任、当該退職を

した者の勤務の状況、当該退職をした した者の勤務の状況、当該退職をした

者が行つた非違の内容及び程度、当該 者が行つた非違の内容及び程度、当該

非違に至つた経緯、当該非違後におけ 非違に至つた経緯、当該非違後におけ

る当該退職をした者の言動、当該非違 る当該退職をした者の言動、当該非違

が公務の遂行に及ぼす支障の程度並び が公務の遂行に及ぼす支障の程度並び

に当該非違が公務に対する信頼に及ぼ に当該非違が公務に対する信頼に及ぼ

す影響を勘案して、当該一般の退職手 す影響を勘案して、当該一般の退職手

当等の全部又は一部を支給しないこと 当等の全部又は一部を支給しないこと

とする処分を行うことができる。 とする処分を行うことができる。

(１) 略 (１) 略

(２) 地方公務員法第２８条第４項の (２) 地方公務員法第２８条第４項の

規定による失職 規定による失職（同法第１６条第１

又はこ 号に該当する場合を除く。）又はこ

れに準ずる退職をした者 れに準ずる退職をした者

２及び３ 略 ２及び３ 略

附 則 附 則

１～２０ 略 １～２０ 略

２１ 令和４年３月３１日 以前に退職 ２１ 平成３４年３月３１日以前に退職

した職員に対する第１５条第７項の規 した職員に対する第１５条第７項の規

定の適用については、同項中「第２８ 定の適用については、同項中「第２８

条まで」とあるのは「第２８条まで及 条まで」とあるのは「第２８条まで及

び附則第５条」と、同項第２号中「イ び附則第５条」と、同項第２号中「イ

雇用保険法第２２条第２項に規定す 雇用保険法第２２条第２項に規定す

る厚生労働省令で定める理由により就 る厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者であつて、同法第２４条 職が困難な者であつて、同法第２４条

の２第１項第２号に掲げる者に相当す の２第１項第２号に掲げる者に相当す

る者として規則で定める者に該当し、 る者として規則で定める者に該当し、

かつ、区長が同項に規定する指導基準 かつ、区長が同項に規定する指導基準
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に照らして再就職を促進するために必 に照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定す 要な職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であると る職業指導を行うことが適当であると

「イ 雇用保 「イ 雇用保
認めたもの」とあるのは 認めたもの」とあるのは

ウ 特定退 ウ 特定退

険法第２２条第２項に規定する厚生労 険法第２２条第２項に規定する厚生労

職者であつて、雇用保険法附則第５条 職者であつて、雇用保険法附則第５条

働省令で定める理由により就職が困難 働省令で定める理由により就職が困難

第１項に規定する地域内に居住し、か 第１項に規定する地域内に居住し、か

な者であつて、同法第２４条の２第１ な者であつて、同法第２４条の２第１

つ、区長が同法第２４条の２第１項に つ、区長が同法第２４条の２第１項に

項第２号に掲げる者に相当する者とし 項第２号に掲げる者に相当する者とし

規定する指導基準に照らして再就職を 規定する指導基準に照らして再就職を

て規則で定める者に該当し、かつ、区 て規則で定める者に該当し、かつ、区

促進するために必要な職業安定法第４ 促進するために必要な職業安定法第４

長が同項に規定する指導基準に照らし 長が同項に規定する指導基準に照らし

条第４項に規定する職業指導を行うこ 条第４項に規定する職業指導を行うこ

て再就職を促進するために必要な職業 て再就職を促進するために必要な職業

とが適当であると認めたもの（アに掲 とが適当であると認めたもの（アに掲

安定法第４条第４項に規定する職業指 安定法第４条第４項に規定する職業指

げる者を除く。） げる者を除く。）

導を行うことが適当であると認めたも 導を行うことが適当であると認めたも

の の
とする。 とする。

」 」

第４条による改正（杉並区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正）

新 条 例 旧 条 例
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（フルタイム会計年度任用職員の期末手 （フルタイム会計年度任用職員の期末手

当） 当）

第１６条 期末手当は、３月１日、６月 第１６条 期末手当は、３月１日、６月

１日及び１２月１日（以下この条及び １日及び１２月１日（以下この条及び

第３０条において「基準日」とい 第３０条において「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職するフルタイム う。）にそれぞれ在職するフルタイム

会計年度任用職員（規則等で定めるフ 会計年度任用職員（規則等で定めるフ

ルタイム会計年度任用職員を除く。） ルタイム会計年度任用職員を除く。）

に対して、それぞれ基準日の属する月 に対して、それぞれ基準日の属する月

の規則等で定める日に支給する。これ の規則等で定める日に支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に退職し らの基準日前１箇月以内に退職し、若

しくは法第１６条第１号に該当して法

、 第２８条第４項の規定により失職し、

又は死亡したフルタイム会計年度任用 又は死亡したフルタイム会計年度任用

職員（規則等で定めるフルタイム会計 職員（規則等で定めるフルタイム会計

年度任用職員を除く。）についても、 年度任用職員を除く。）についても、

また同様とする。 また同様とする。

２～４ 略 ２～４ 略

（パートタイム会計年度任用職員の期末 （パートタイム会計年度任用職員の期末

手当） 手当）

第３０条 期末手当は、基準日にそれぞ 第３０条 期末手当は、基準日にそれぞ

れ在職するパートタイム会計年度任用 れ在職するパートタイム会計年度任用

職員（規則等で定めるパートタイム会 職員（規則等で定めるパートタイム会

計年度任用職員を除く。）に対して、 計年度任用職員を除く。）に対して、

それぞれ基準日の属する月の規則等で それぞれ基準日の属する月の規則等で

定める日に支給する。これらの基準日 定める日に支給する。これらの基準日

前１箇月以内に退職し 前１箇月以内に退職し、若しくは法第

１６条第１号に該当して法第２８条第

、又は死亡し ４項の規定により失職し、又は死亡し
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たパートタイム会計年度任用職員（規 たパートタイム会計年度任用職員（規

則等で定めるパートタイム会計年度任 則等で定めるパートタイム会計年度任

用職員を除く。）についても、また同 用職員を除く。）についても、また同

様とする。 様とする。

２～４ 略 ２～４ 略

第５条による改正（杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（職員） （職員）

第２３条 略 第２３条 略

２ 家庭的保育者は、区長が行う研修 ２ 家庭的保育者は、区長が行う研修

（区長が指定する都道府県知事その他 （区長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了し の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者であって、次の各号のいずれにも た者であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 該当するものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 法第１８条の５各号及び法第３ (２) 法第１８条の５各号及び法第３

４条の２０第１項第３号のいずれに ４条の２０第１項第４号のいずれに

も該当しない者 も該当しない者

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

第６条による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（期末手当） （期末手当）

第２７条 期末手当は、３月１日、６月 第２７条 期末手当は、３月１日、６月
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１日及び１２月１日（以下この条から １日及び１２月１日（以下この条から

第２９条までにおいてこれらの日を 第２９条までにおいてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職 「基準日」という。）にそれぞれ在職

する職員（教育委員会規則で定める職 する職員（教育委員会規則で定める職

員を除く。）に対して、それぞれ基準 員を除く。）に対して、それぞれ基準

日の属する月の教育委員会規則で定め 日の属する月の教育委員会規則で定め

る日（次条及び第２９条においてこれ る日（次条及び第２９条においてこれ

らの日を「支給日」という。）に支給 らの日を「支給日」という。）に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し 退職し、若しくは地方公務員法第１６

条第１号に該当して同法第２８条第４

、又は死亡した 項の規定により失職し、又は死亡した

職員（教育委員会規則で定める職員を 職員（教育委員会規則で定める職員を

除く。）についても、また同様とす 除く。）についても、また同様とす

る。 る。

２～６ 略 ２～６ 略

第２８条 次の各号のいずれかに該当す 第２８条 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわ る者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手 らず、当該各号の基準日に係る期末手

当（第４号に掲げる者にあっては、そ 当（第４号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当） の支給を一時差し止めた期末手当）

は、支給しない。 は、支給しない。

(１) 略 (１) 略

(２) 基準日から当該基準日に対応す (２) 基準日から当該基準日に対応す

る支給日の前日までの間に地方公務 る支給日の前日までの間に地方公務

員法第２８条第４項の規定により失 員法第２８条第４項の規定により失

職した職員 職した職員（同法第１６条第１号に

該当して失職した職員を除く。）

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日 (３) 基準日前１箇月以内又は基準日
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から当該基準日に対応する支給日の から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２ 前日までの間に離職した職員（前２

号に掲げる者を除く。）で、その離 号に掲げる者を除く。）で、その離

職した日から当該支給日の前日まで 職した日から当該支給日の前日まで

の間に禁錮以上の刑に処せられたも の間に禁錮以上の刑に処せられたも
こ

の の

(４) 次条第１項の規定により期末手 (４) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を受 当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者 けた者（当該処分を取り消された者

を除く。）で、その者の在職期間中 を除く。）で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し禁錮以 の行為に係る刑事事件に関し禁錮以
こ

上の刑に処せられたもの 上の刑に処せられたもの

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１ 第３０条 勤勉手当は、６月１日及び１

２月１日（以下この条においてこれら ２月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（教育委員会規則で定 れ在職する職員（教育委員会規則で定

める職員を除く。）に対して、それぞ める職員を除く。）に対して、それぞ

れ基準日の属する月の教育委員会規則 れ基準日の属する月の教育委員会規則

で定める日に支給する。これらの基準 で定める日に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し 日前１箇月以内に退職し、若しくは地

方公務員法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職

、又は死亡した職員（教育委員会規 し、又は死亡した職員（教育委員会規

則で定める職員を除く。）について 則で定める職員を除く。）について

も、また同様とする。 も、また同様とする。

２～７ 略 ２～７ 略

第７条による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）
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新 条 例 旧 条 例

（期末手当） （期末手当）

第２９条 期末手当は、３月１日、６月 第２９条 期末手当は、３月１日、６月

１日及び１２月１日（以下この条から １日及び１２月１日（以下この条から

第３１条までにおいてこれらの日を 第３１条までにおいてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職 「基準日」という。）にそれぞれ在職

する職員（教育委員会規則で定める職 する職員（教育委員会規則で定める職

員を除く。）に対して、それぞれ基準 員を除く。）に対して、それぞれ基準

日の属する月の教育委員会規則で定め 日の属する月の教育委員会規則で定め

る日（次条及び第３１条においてこれ る日（次条及び第３１条においてこれ

らの日を「支給日」という。）に支給 らの日を「支給日」という。）に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し 退職し、若しくは地方公務員法第１６

条第１号に該当して同法第２８条第４

、又は死亡した 項の規定により失職し、又は死亡した

職員（教育委員会規則で定める職員を 職員（教育委員会規則で定める職員を

除く。）についても、また同様とす 除く。）についても、また同様とす

る。 る。

２～６ 略 ２～６ 略

第３０条 次の各号のいずれかに該当す 第３０条 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわ る者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手 らず、当該各号の基準日に係る期末手

当（第４号に掲げる者にあっては、そ 当（第４号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当） の支給を一時差し止めた期末手当）

は、支給しない。 は、支給しない。

(１) 略 (１) 略

(２) 基準日から当該基準日に対応す (２) 基準日から当該基準日に対応す

る支給日の前日までの間に地方公務 る支給日の前日までの間に地方公務
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員法第２８条第４項の規定により失 員法第２８条第４項の規定により失

職した職員 職した職員（同法第１６条第１号に

該当して失職した職員を除く。）

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日 (３) 基準日前１箇月以内又は基準日

から当該基準日に対応する支給日の から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２ 前日までの間に離職した職員（前２

号に掲げる者を除く。）で、その離 号に掲げる者を除く。）で、その離

職した日から当該支給日の前日まで 職した日から当該支給日の前日まで

の間に禁錮以上の刑に処せられたも の間に禁錮以上の刑に処せられたも
こ

の の

(４) 次条第１項の規定により期末手 (４) 次条第１項の規定により期末手

当の支給を一時差し止める処分を受 当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者 けた者（当該処分を取り消された者

を除く。）で、その者の在職期間中 を除く。）で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し禁錮以 の行為に係る刑事事件に関し禁錮以
こ

上の刑に処せられたもの 上の刑に処せられたもの

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３２条 勤勉手当は、６月１日及び１ 第３２条 勤勉手当は、６月１日及び１

２月１日（以下この条においてこれら ２月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞ の日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する職員（教育委員会規則で定 れ在職する職員（教育委員会規則で定

める職員を除く。）に対して、それぞ める職員を除く。）に対して、それぞ

れ基準日の属する月の教育委員会規則 れ基準日の属する月の教育委員会規則

で定める日に支給する。これらの基準 で定める日に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し 日前１箇月以内に退職し、若しくは地

方公務員法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職

、又は死亡した職員（教育委員会規 し、又は死亡した職員（教育委員会規

則で定める職員を除く。）について 則で定める職員を除く。）について
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も、また同様とする。 も、また同様とする。

２～７ 略 ２～７ 略


